
平成１５年２月１４日

各　位

株式会社 あさひ銀行

統合・再編に伴う店舗新設のお知らせ

　りそなグループのあさひ銀行（頭取　梁瀬　行雄）は、グループ統合・再編後における、お客さまの利便性

の向上を目的として、下記の通り、店舗を新設いたします。

１．新設店舗の概要（予定）

支 店 名 ①大手町中央支店 ②池袋東口支店 ③新宿駅前支店 ④浦和支店

設 置 場 所 東京都千代田区

大手町一丁目1番2号
（現あさひ銀行本店ﾋﾞﾙ内）

東京都豊島区東池袋

一丁目 10 番 1 号
（現大和銀行東池袋支店入

居ﾋﾞﾙ内）

東京都新宿区西新宿

一丁目 10 番 1 号
（現あさひ銀行新宿西口支店

入居ﾋﾞﾙ内）

埼玉県さいたま市

高砂二丁目 6 番 5 号

開 店 日 平成 15 年 2 月 17 日（月） 平成 15 年 2 月 17 日（月） 平成 15 年 2 月 17 日（月） 平成 15 年 2 月 17 日（月）

開設準備委員長 南 部  徹 島崎 勝治
（新宿駅前支店開設準備

委員長を兼務）

島崎 勝治 渋沢 慶太

人 員 ２１名 ７名 ６名 １３名

※ 平成１５年３月１日（土）に、①～③の３店舗は「埼玉りそな銀行」の店舗に、④の１店舗は「りそな銀行」

の店舗になる予定です。

２．店舗新設の目的

　当行と大和銀行は、既に公表させていただきました通り、平成１５年３月１日（土）、「りそな銀行」と「埼

玉りそな銀行」に統合・再編いたします。（※）「埼玉りそな銀行」は、あさひ銀行の埼玉県内店舗等を承継し、

「りそな銀行」は、大和銀行およびあさひ銀行の店舗のうち「埼玉りそな銀行」が承継する店舗以外の全店舗

を承継いたします。上記の４店舗は、この統合・再編後における、お客さまの利便性の向上を目的として新設

するものです。

（１）東京都内の３店舗（①大手町中央支店、②池袋東口支店、③新宿駅前支店）

東京都内に新設する３店舗は、平成１５年３月１日（土）に「埼玉りそな銀行」の店舗となる予定ですが、

これら３店舗は、埼玉県と東京都の動線を勘案し、「埼玉りそな銀行」のお客さまに、より便利にご利用

いただけるよう、ターミナル性の高い都内３ケ所に新設いたします。

（２）埼玉県内の１店舗（④浦和支店）

埼玉県内に新設する１店舗は、平成１５年３月１日（土）に「りそな銀行」の店舗となる予定ですが、同

店舗は、信託業務を併営する「りそな銀行」の県内店舗として、埼玉県における信託業務のプラットフォ

ームとなり、県内のお客さまの信託サービスに関わるニーズに積極的にお応えしてまいります。

(※)関係当局の認可等を前提にしております。

以　上


